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■論文

地方公共交通分野へのソーシャル・インパクト・ボンドの

導入可能性と運用スキームの提案

Possibility of Applying Social Impact Bonds and a Proposed Scheme for Public Transportation in 

Sparsely Populated Areas of Japan 

衛藤彬史＊

Akifumi ETO* 

Abstract: This study aims to illustrate the potential of Social Impact Bonds (SIB}-a strategy in which private investors fund 

implementation and receive a return on investment from a goverrunent payer―using public transportation as an example. SIB was 

introduced in two Japanese cities, Kobe and Hachioji. In both places, a survey was conducted by the Social Impact Investment 

Foundation, which was involved in the formation of SIB as an intermediate support organization. 

Based on the survey, it was inferred that the introduction of SIB in the public transport sector is necessary for the following 

reasons: feasibility of SIB, expansion potential of the SIB market, and high relevance of SIB to the administration. It was found 

that the intermediate support organization mainly helped in the formation and introduction of SIB. It was also understood that 

administrative support is necessary at an unprecedented stage of introduction. 

Consequently, evaluation indicators and reduction targets were set for each target project, and a scheme was proposed for 

community-based transport services. 

Keywords: Public Transportation, Social Impact Investment, Public-Private Partnership, Payment by Results, Social Impact 

Bonds, Sparsely Populated Areas 
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1. はじめに

1.1 研究の背景

社会的課題および財政負担の観点から，地方部におけ

る交通サービスの質の向上と行政コストの削減を同時に

達成することは，人口減少および高齢化の進展が著しい

国内において喫緊の政策課題となっている。

モータリゼーションの進展に伴い，地方において鉄道

は約 8割，乗合バスは民間事業者の約 7割，公営事業者

の約 9割が赤字経営となっている鬼不採算路線の減便

や縮小も進んでおり，バス路線は 2006年から 2015年ま

でで 16,107km(全体の 3.9%)が廃止された。

鉄道や乗合バス路線の廃止や減便による住民生活に対

する影響への対応として，自治体は代替バス，コミュニ

ティバスや乗合タクシー，デマンドバス，デマンド型乗

合タクシー等の運行を補助してきた。しかしながら，導

入された代替バスやコミュニティバスは必ずしも成功

例ばかりとはいえず，利用者がきわめて少ない事例も

多い。

田中 (2009) は，「公共交通を福祉基盤ととらえるな
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らば，一定の交通サービスを提供できてさえいれば，必

ずしも採算性が良くなければならない必要はない」とし

た上で，「逼迫する財政状況下では，過度な経費支出は

現実的に不可能で，（中略）同じサービス内容でより経

済的な方法，もしくは同じ支出でもより効果的なサービ

スを供給する方法を模索することが肝要門と指摘して

いる。

地域交通の抱える課題として，乗客が減ることによる

運賃収入の減少，収入減に対応した経費削減が運行頻度

等のサービスの低下を招き，その結果，さらに乗客が減

少するという負のスパイラルに陥っている路線が多いこ

とが指摘されている四

2008年をピークに，全国的かつ長期的な人口減少が

見込まれる中，地方交通を含む公共サービス分野におい

て，質の高いサービスの開発と導入は今後ますますその

重要度を高めているといえる。

そうした中で，行政コストを抑えながら，移動の質を

維持ないし向上させている事例もある。

一例として，京丹後市において地元NPOが主体とな

り運営する「ささえ合い交通」では，住民が有償でドラ
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イバーを担い， 自家用車を用いた移送サービスを提供し

ており， ドアツードア，即時配車を実現している。この

事例では，タクシーや路線バスの撤退したエリアにおい

て，タクシーの半額程度で利用可能な利便性の高い移送

サービスを公的資金に依存することなく提供している。

こうした取組は，運行管理を担う団体の代表者や送迎

に協力する地元住民のボランタリーな貢献に支えられて

いるところも大きいが，市負担額を抑えながら従前より

利便性の高いサービスを実現している点で評価できる。

全国的な課題の解決として，移動における質の向上と

行政コストの削減を同時に目指す上では， こうした事

例や先進的な取組を他地域でも実施する視点が求めら

れる。

しかしながら，先進的な取組であればあるほど， これ

まで導入例が少なく，導入後の成果を保証するような実

績が多くないため，サービスの導入が挑戦的な性質を帯

びやすい。そうした失敗のリスクを有する，より質の高

い交通サービスの導入を行政主導で実施するのは，事業

の性質上難し<'思うように広がらない現状にある。

そこで本研究では，先進的な取組の他地域への展開を

積極的に促すための政策的対応について， より具体的に

は，地方部における公共交通分野へのソーシャル・イン

パクト・ボンド (SocialImpact Bonds, 以下 SIB) の導

入可能性について検討する。

SIBについては後に詳述するが， 自治体が政策経費を

使うことなく，先進的な事業に取組むことができ，少な

いリスクで財政支出の削減や効率的な公共サービスの提

供が可能になるしくみとして近年国内でも期待が高まっ

ている手法の一つである。

1. 2 目的

本研究では，国内における SIBの導入事例を対象と

した聞き取り調査に基づき， (1)SIBの導入に至る経緯

やプロセス， (2)評価指標や削減目標の設定に関するス

テークホルダー間での合意形成過程を明らかにする。

その上で，地方公共交通分野への導入を検討する上で

克服すべき課題について考察する。

同時に，地方公共交通分野での事例分析に基づき，

SIBの導入に向けた運用スキームの提案につなげること

を目指す。

2. 本研究の位置づけ

2. 1 地方公共交通に関するこれまでの議論

2. 1. 1 中山間地域における生活交通の課題と対応

鉄道や乗合バス路線の廃止や減便による住民生活に対
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する影響への対応として， 自治体は代替バス，コミュニ

ティバスや乗合タクシー，デマンドバス，デマンド型乗

合タクシー等の運行を補助してきた。廃止路線と同水準

のサービスを民間バス事業者に運行委託する代替バスに

対して，単なるバス路線の維持だけではなく，積極的に

変更を加え，収支率を改善するとともに，利便性の向

上を目指したのがコミュニティバスや乗合タクシーで

ある。

コミュニティバスでは，路線や運行時間，運行頻度等

が見直されることが多いが， これは既存のルートや時

間バス停の位置が利用者のニーズに合わないという課

題への対応であるし，バス車両より小型の乗合タクシー

の導入は，利用者数の減少を考慮した結果である。

また，特に中山間地域のような需要密度の低い地域に

おいて，運行経費のさらなる節減を企図した運行形態と

して，利用者の必要とする場合にのみ運行するのが，デ

マンドバスやデマンド型乗合タクシーである。

これらデマンド型交通は，地元のタクシー事業者や観

光バス事業者等に運行を委託する場合が多い。関連した

対応施策に，一定の条件を満たす交通弱者を対象に，タ

クシーチケットを配布する場合もあるが，デマンド型交

通において，多くの場合，運行経費を運賃収入で賄えて

おらず叫タクシーチケットの配布と同様に，運行には

自治体からの補助金が欠かせない。

コミュニティバスの導入プロセスと自治体間波及を考

察した研究では，コミュニティバスの全国への波及にお

いて武蔵野市の「ムーバス」が先進事例としてのモデル

的役割を果たしたことを指摘し，他地域への展開につい

て，地域環境の差異を十分に検討しないまま導入しても

意味がないことが指摘されている乳この点からも，か

たちだけを模した導入・展開ではなく，導入後の成果に

アプローチする視点が求められているといえる。

2. 1. 2 地方公共交通に関する先行研究のレビュー

地方部における足（モビリティ）の確保に関する問題

は， これまで政策的議論に加えて，研究としても交通計

画や都市計画交通経済，交通権，生活支援や福祉，土

地利用，地域活性化と，幅広い分野で学際的に取組まれ

ている。

中でも， とりわけ需要密度の低い中山間地域の公共交

通に関する先行研究として，田中は，地域の生活交通を

成功させる上で必要不可欠な点として，あらかじめ住民

のニーズを綿密に調査することと，その上で調査に基づ

＜需要量や地域特性をふまえて交通体系を構築すること

の2点を指摘している 2)。

その中で，利用者からの希望に応じて自家用車を所有

する住民が送迎する「自家用有償旅客運送」は，「住民



の協力をもとに成り立っているこのシステムは， もはや

公共交通機関と見なすことは難しい。他の代替交通手段

の選択肢が尽きた際に考えられうる最後の手段門と位

置づけられている。この指摘から 10年の歳月を経た現

在，最後の手段であった「自家用有償旅客運送」は，内

閣府の未来投資会議による「成長戦略実行計画門にお

いて成長戦略の 1つに位置づけられ，積極的な活用が模

索されているところであり，課題の深刻さが一層増して

いることを物語っている。

関連して，国土交通省の発行する「自家用有償旅客運

送ハンドブック”」内では，上記の移動ニーズの把握に

加えて，地域内の交通事業者や住民間の合意形成に関す

る手続きや留意点が示されており，条件や進め方，制度

との関わりについて一定の整理がされている。

しかしながら，依然として交通の不便な地域で取組が

拡がらないことが課題としてあり，導入に向けて必要と

なる，上述の地域での体制構築や合意形成等を積極的に

促すしくみがないことが質の高いサービスの普及を阻ん

でいると考えられる。

すなわち，導入により公的資金の削減が見込め，かつ

質の高い送迎を提供するサービスであっても，そのサー

ビスを導入するための経済的インセンテイプや動機がな

いことが他地域展開における課題であると考えられる

が，そうした視点に立ち，展開を促すための具体的手法

に言及した研究はない。 とりわけ自家用有償旅客運送

は，前述したように成長戦略の 1つに位置づけられてお

り，関連する法制度の整備を前提にその活用にますます

期待が高まっているところであるが，具体的対応に関す

る言及はないままであり，展開・普及に向けた方策の提

示は国策的にも要請されている。

2. 2 SIBに関するこれまでの議論

2. 2. 1 SIBの概要

(1) SIBのしくみと特徴

SIBに関しては， これまで学術的にあまり議論されて

いない。そのため， ここでは， SIBの概要についてまず

触れてから，その後に関連する先行研究を整理する。

SIBとは，官民連携の資金調達手法で，「社会的イン

パクト投資」の 1つである。

社会的インパクト投資とは，社会面・ 環境面での課題

解決を図るとともに，経済的な利益を追求する投資行動

のことで，現代資本主義に対する危機感を背景に，社会

的課題を解決する原動力として期待が高まっている。

SIBに言及している内閣府の報告書 8)では，「社会的

企業の事業が生む社会的効果（公共コストの削減額等）

を評価し，投資をした者へのリターンとして行政費用

の削減額に利息を付けて支払うしくみ」と説明される

(Fig. 1)。

PPP (Public-Private Partnership)や PFI(Private Fmance 

Initiative) 等，公益的性格を持つ事業に関わる官民連携

での資金調達の方法はこれまでもみられたが， SIBは成

果報酬型 (Paymentby Results) と呼ばれる成果主義が基

本となっていることが，従来のしくみと異なる特徴で

ある。

SIBのしくみでは，行政サービスを民間の NPOや企

業に委託し，民間の資金提供者から調達した資金を基に

事業を実施し，事業が予め合意した成果（削減目標）を

達成した場合にのみ行政から資金提供者に報酬が支払わ

れる。民間資金によって社会的コストを削減する事業が

実施できれば，行政コストも削減されるうえ，資金提供

者がリターンを受けることができる。

事前に設定された目標が達成されない場合，行政か ら

資金提供者への支払いは発生しない。そのため，行政サ

ービスの効果に関わるリスクを，行政から投資家に移転

するしくみであるともいえる。

(2) SIBの運用体制

続いて， SIBの運用体制を Fig.2に示す。構造として

は，行政とサービス実施主体（事業者）のあいだに業務

委託契約を結ぶ。同時に，資金提供者と事業主体のあい

だに契約を結ぶ。そして，第三者である評価機関が事業

評価を実施する。

これまで日本においては，中間支援組織および資金提

供者として日本財団が（パイロット事業において）プロ

ジェクトを主導してきた経緯がある。

(3)各主体にとってのメリット

国内の関連研究 IQ)では， SIBの第 1号案件である英

国の事例を分析した報告 II)を参照し，行政の他に受益

者，サービス実施主体，投資家，中間支援組織の 4つの

利害関係者を加えて，ステークホルダーの享受するメリ

ット（順機能）を下記のようにまとめている。

導入前

Bil 

行政コスト

導入後
:・・............ ····~ 
: : 
； コスト削減分 ： 
: : 

行政コスト

Fig. I SIBによ るコスト削減効果

Potential cost saving from SIB service 
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I)行政

社会課題の解決により，行政としてあるべき機能を果

たすことができる。案件によっては実質的な行政コスト

を削減できる。

2)受益者

受益者のうち，サービス利用者（直接的な受益者）

は，ニーズに応じたサービスの提供を受けることがで

き，住民（間接的な受益者）は，社会課題の解決による

安全 ・安心等を得ることができる。

3) サービス事業者

サービス実施主体は，運営資金の確保，長期契約によ

る雇用の安定，利用者からの信頼向上等といった幅広い

メリットが得られる。

4)資金提供者（民間投資家）

民間投資家（投資機関）は，成果の達成によって社会

的・財務的リターンを獲得できる。

5)中間支援組織

中間支援組織は， SIBの実施可能性調査，契約交渉等

の新たなビジネスの機会を得ることができる。

2.2.2 SIBに関する先行研究のレビュー

唐木 (2016) は，「国内では， SIBを推進しようとす

るグループやコンサルタントらによる発信は活発であ

るが，アカデミズムでの論評は，（中略）比較的少数に

限られる。またそれらの多くは， SIBの仕組みと事例，

「インパクト」の評価にかかる論点を概説するにとどま

る。海外に目を転じても，残念ながら状況は大きくは変

わらない。積極的な情報発信は， ソーシャル ・ファイナ

ンス社などの推進団体によっておこなわれる一方，論文

は事例の 1次情報による丹念な分析検討を，主にその事

業を実施する者に近い視点でおこなうものが主流であ

る 12)」ことを指摘している。

その上で， SIBには多くの利害関係者が関わっており，

SIBを利用するためにはそれをめぐる構造（当事者間の

三

口
事業実施コスト

I 

行政 目標達成時に
支払い

lプロジェクト管理

＇ 古 三
リターン

三口価［ロ＾ 
；評価結果報告

Fig. 2 SIBの運用体制

SIB Structure 
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関係等）を理解する必要があるという観点から，構造面

における留意点として，直接間接の受益者が契約関係に

含まれていない点で契約当事者のみの利害が優先される

恐れがある， ことを指摘している。

また，評価の観点から，伊藤 (2016) は，「特に組成

可能性のあるヘルスケア領域のテーマとしては，検診受

診率向上と，糖尿病予防がある」と述べている。

これら 2つのテーマが日本における SIBの組成にお

いて可能性があるといえる理由として，「現在の行政機

関の有するデータでの介入対象の抽出が可能であるこ

と，また，支払のトリガーとなる成果指標と行政コス ト

削減効果がある程度明確に説明できること」を指摘して

いる "'o

2. 3 本研究の意義

以上をふまえ，本研究の意義について以下にまと

める。

まず，中山間地域における生活交通の課題と対応とい

う観点から， これまで現実的には，交通サービスの質の

向上と行政コストの削減を同時に達成することが求めら

れてきた中で，各地域独自の努力により生まれた効果の

高いサービスを他地域に展開するための具体的な方策は

なかった。そうした中で，課題解決を促す可能性をもっ

投資モデルである SIBに着目し，具体的な提案を示す

点で意義深い。

また，注目の高まる SIBであるが，国内での導入が

比較的最近なこともあり，学術的論考が少ない中で，地

方公共交通分野を一例に導入可能性を検討することは，

他分野への導入に関しても 一般化できる点で発展性が

ある。

加えて本研究による成果は，交通空白地問題の軽減と

地方部における移動の質の向上につながる交通サービス

の普及に寄与すると考えている。このことは，行政にと

って事業リスクをとらずにコスト削減と政策課題の克服

を達成できる点でメリットがある。

また，サービス利用者にとって移動が便利になるとい

う直接的な効果だけでなく，一般市民にとっても交通事

故軽減による安全・安心といった間接的な効果をもたら

すことが期待できる。

3. 方法

3. 1 調査方法

調査時点 (2018年 12月）における SIBの国内導入事

例である神戸市と八王子市の 2事例を対象に，両事例に

おいて中間支援組織として SIBの組成に関わった一般

財団法人社会的投資推進財団 (SIIF) に対して，主に導



入プロセスに関する聞き取り調査（調査日： 2018年 12

月 IO日）を実施した。

SIBは， 2010年度以降，英国・米国を皮切りに世界

的に普及が進んでおり，世界における SIBの実施事例

は， 2019年 3月時点で 132件注 I) あり，事業規模は約

470億円と推計されている。

SIBは，社会的に解決が必要な重要課題への導入が求

められるが，各国間を比較する中で，社会支出の主な分

野は国ごとに傾向が異なることが指摘されている 16)。ま

た， SIBの導入は，政策実験という側面が強いことに加

えて，外部の政策環境と政治的情勢から強く影響を受け

ることが指摘されている＂）。そのため，導入可能性を

探る上では同一国内での事例に基づき検討する必要が

ある。

2018年現在，国内ではヘルスケア分野を中心に神戸

市と八王子市で導入例が出てきており，地域交通分野と

は同一視できない部分もあるが，国内での SIBの組成

と導入を検討する上で実際の導入事例における過程の精

査は重要であると考えている。

3.2 調査対象

3.2.1 糖尿病性腎症重要化予防事業（神戸市）

(I)事業概要

神戸市で導入された SIBは，糖尿病性腎症等のステ

ージの進行，人工透析への移行の予防を目的としてい

る。神戸市の国保対象者で，糖尿病リスクの高い方のう

ち医療機関未受診者および治療中断中の計 100人を対象

としている。事業期間は 2017年 7月~2020年 3月で，

保健指導プログラム修了率，生活習慣改善率，腎機能低

下抑制率を成果指標として，神戸市が委託料を支払うし

くみである。事業内容は，医療機関の受診勧奨および食

事療法等の保健指導を実施し，対象者の医療機関への受

診および生活習慣の改善を通して，糖尿病性腎症の重症

成果に応じた

Fig.3神戸市における事業実施体制

SIB Structure in Kobe City 

化を予防するものである。

(2)実施体制

行政として神戸市，事業者として株式会社 DPPヘル

スパートナーズ，中間支援組織に一般財団法人社会的投

資推進財団，資金提供者として株式会社三井住友銀行お

よび一般社団法人社会的投資推進財団，第三者評機関と

して公益財団法人未来工学研究所（予定）がステークホ

ルダーとして関与する (Fig.3)。

(3)特徴

SIBは成果報酬型契約のため，成果目標を達成しない

場合，基本的に行政から事業費は支払われないが，同事

業では事業実施に対して必要な事業費の 4割が支払わ

れ，残りの 6割を達成度に応じて支払うしくみになって

いる。

3.2.2 大腸がん検診・精密検査受診勧奨事業（八王子市）

(1)事業概要

八王子市で導入された SIBは，大腸がんの早期発見

者数の増加を目的としている。「大腸がん検診」と「精

密検査」の受診勧奨を実施するが，大腸がん検診は八王

子市の国保対象者で，前年度大腸がん検診未受診者のう

ち 12,000人を対象とする。精密検査は，八王子市の国

保対象者で，要精密検査となった方受診者全てを対象と

する。事業期間は 2017年 5月~2019年 8月で，大腸が

ん検診受診率，精密検査受診率および早期がん発見者数

を成果指標として，成果に応じて八王子市が支払うしく

みである。

(2)実施体制

行政として八王子市，事業者としてキャンサースキャ

ン株式会社，中間支援組織にケイスリー株式会社，資金

提供者に一般社団法人社会的投資推進財団（株式会社み

ずほ銀行の資金拠出を含む）および株式会社デジサーチ

アンドアドバタイジングがステークホルダーとして関与

する (Fig.4)。

口

Fig. 4 八王子市における事業実施体制

SIB Structure in Hachioji City 
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(3)特徴

SIBの構造上，契約内容の妥当性に関して説明責任を

担保するため，第三者の評価機関の関与が推進上重要と

なるが，同事業では設置していない。

4. 結果

4.1 SIBの導入に至る経緯

両事例とも，発案は中間支援組織である一般財団法人

社会的投資推進財団が主導で進めていった。神戸市の場

合， 2015年の秋ごろに大腸がんの検診受診率向上のた

めに SIBを利用しないかと打診した。関心を示したた

め，予算化を検討してもらったが，提案時期が 11月ご

ろだったため，予算要求には遅く，この時は一度見送

っている。再度翌年 2016年 6月に，糖尿病性腎症の受

診率向上プログラムに SIBを利用しないかと提案した。

行政側の感触も良く，具体的な検討が進んだ。

同じタイミングで，八王子市でも大腸がん検診の受診

率向上プログラム実施のために SIBを利用することを

提案し，検討が進んでいった。その際，経済産業省が所

管する SIB案件組成事業に対する調査事業（健康寿命

延伸産業創出推進事業）があり，八王子市で話が進んで

いたケイスリー（サービス事業者候補）に対して経産省

事業予算から案件組成のための費用や人件費等が出るこ

とになり，具体的に検討が進んだ。

神戸市においては，最初の打診から案件の内容が変わ

っているが，それでも同市での導入となったのは， SIB

事業に前向きであったことが大きいという。市の保健福

祉に関わる部署の担当者に加えて，庁内で調整をはかる

企画系の部署や市長も取組に前向きであったため，スム

ーズに話が進んだという。八王子市の場合も同様で，企

画調整にあたる部署が SIBの導入に前向きで，かつサ

ービス事業者であるキャンサースキャンともこれまでの

業務受委託の経験からすでに信頼関係ができていたた

め，進めやすかったという。

4. 2 ステークホルダー間の合意形成プロセス

4.2. 1 業務内容に関する契約プロセス

次に，ステークホルダー間の合意形成過程をみてい

く。 SIBには大きく 2つ， (1)行政とサービス実施主体

（事業者）間の業務に関する契約と， (2)資金提供者と

事業主体問の支払に関する契約がある。ここでは，ま

ず，業務に関する契約についてみていく。

上述したように，対象とするテーマによって組成まで

にさまざまな経緯をたどるが，大まかな事業内容を検討

するにあたり，まず中間支援組織が，想定される事業者
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候補に対して， どんな介入プログラムがあり得るのか，

予算がどれくらいかかるか等をヒアリングし，その後行

政に対して介入の内容，対象者の選定方法，大まかな費

用を伝えて議論を進めるという流れになっている。

神戸市の場合， SIBの国内第 1号案件注2) ということ

もあり，サービス事業者は公募のかたちはとらず，随意

契約で進めた。成果指標の検討には事業者にも入っても

らい，具体的な指標等についてたたき台を作成し，市へ

提案するという流れで進めていった。八王子市の場合

も，ほぼ近しい進め方をしたという。

4.2.2 支払条件に関する契約プロセス

続いて，支払に関する契約についてみていく。神戸市

の場合，最終的に必要な事業費の 4割は固定で支払い，

残りの 6割をプログラムの終了から生活習慣の改善度合

いに応じて支払い，さらに 2年後に腎機能低下の抑制に

つながっていることが検証できれば，事業費の 3割を上

限にインセンティブを支払うというしくみである。神戸

市では初めての取組だが，すでに他自治体で事業として

取り組んでおり成果も出ていたので，固定で 4割を払う

こととしている。

一方で八王子市の場合は，事業者自体はすでに実績も

あるが，実施する介入プログラムが初めての手法であり

挑戦的な内容であったため，事業経費に対する固定の支

払はなく，成果が出なければ一銭も払わないという条件

になっている。支払条件については案件ごとに検討する

必要があり，事業者の実績や資金提供者の状況によって

変わってくるという。

4.3 事業評価について

契約内容の妥当性を担保するために，成果の評価は，

予め指定した第三者評価機関を選定して実施することが

多い。しかしながら，評価費用の嵩張りが組成の課題と

なることも指摘されている。八王子市の場合は，第三者

評価機関を置かず事業を進めている。これは，評価指標

ががん検診の受診率がどれくらい向上したか， という比

較的シンプルなものだったことに加えて，結果は国へ報

告するために自治体が記録をとっているものであり，評

価の方法も前年度比較なので難しくなく，成果が一目瞭

然で，事業規模もそれほど大きくなかったため，置かず

に進めたという。今後も，予算規模の小さいものに関し

ては第三者機関を置かずに進める可能性もある， とのこ

とだった。

5. 考察

これまで本稿では， SIBの導入に至る経緯やプロセス，



支払条件や削減目標の設定に関する合意形成過程につい

てみてきた。

結果をふまえ，以下では，まず SIBの導入可能性に

ついて大きく 2点，妥当性と実施体制の観点から考察

する。

次に，公共交通分野での SIBの運用スキームについ

て，評価指標の設定，削減目標の設定，逆機能（リス

ク）への対応について考察する。

5.1 SIBの導入可能性

5. 1. 1 公共交通分野への SIB導入の妥当性

公共交通分野への SIBの導入については，主に 3つ

の理由から妥当性は高いと考えている。

まず， (I)課題の性質が合っていることが挙げられ

る。 SIBの適する課題領域として，①現状の行政サー

ビスで十分な効果が挙がっていない領域の社会的課題解

決であること，②成果指標に対する実績を有している

民間のサービス提供者が存在すること，③ サービス提

供者が自己資金もしくは助成金，融資等による資金調達

が困難な場合の 3点に集約できることが指摘されてお

り"¥ 3点すべてにおいて条件を満たしている。

次に， (2)SIB市場の拡大である。最新の報告 14) に

よれば，「日本における社会的インパクト投資市場は，

2017年度の 718億円から， 2018年度は約 3,440億円に

拡大と予測」されている。このことは，関心が高まりつ

つある SDGs達成に向けた投資の流れが拡大していくこ

とが背景にあり，今後もこの流れは加速していくと考え

られる。

また，各国の傾向を比較したレポートによると，共通

して社会的支出負担の増大が著しい分野で SIBの導入

が検討される傾向にあることが指摘されている叫そ

のため，高齢分野年）が最重要課題となる日本において，

国内で SIBの導入が本格化した今，公共交通分野への

導入による課題解決の可能性と合わせて，課題やリスク

を検討することは急務であると思われる。

3点目は， (3)課題に対する行政の関心の高さがある。

2点目とも関連するが，移動手段の確保が全国的な社会

課題であることに加え，全ての地方公共団体を対象に実

施された SIBに関する調査結果）6) によると，医療・介

護費用の削減，公共施設・空き家の利活用に続き，公共

交通が SIBの導入が想定される課題領域として挙げら

れており，関心の高さを裏付けている。前述のように，

特に先例のない段階では，行政の取組に対する前向きな

姿勢が重要となることからも，課題への関心の度合いは

SIBの導入において鍵になると考えられる。

5. 1. 2 中間支援の役割と担い手について

先述したように， SIBの組成・導入には，中間支援を

担う団体の貢献するところが大きい。特に，公共交通分

野への導入はこれまでないため，資金提供者およびサー

ビス事業者とのパイプをもち，取組に前向きな自治体へ

とつなぐ役割が求められる。現実的には，社会的投資推

進財団のような組織が案件組成に乗り出すか，サービス

事業者が直接資金調達を実施し，行政と業務委託契約を

結ぶ，すなわち中間支援組織の役割も同時に担いながら

導入を進めていく必要がある。

また，現状国内では，中間支援組織が SIB事業の組

成案件から直接的な報酬を得られるしくみにはなってい

ない。今後，新規分野への SIBの導入を促していくた

めには，長期的な視点に立てば，中間支援組織が負担す

る経費を賄うしくみが求められるといえる。

5.2 公共交通分野での SIB運用スキーム

5.2. 1 評価指標および削減目標の設定（予算化）

SIBを導入する上では，評価指標の設定と合わせて，

対象事業と予算規模の特定が必要になる。たとえば，公

共交通分野でいえば，すでに自治体が取り組んでいる事

業として，代替バス，コミュニティバスや乗合タクシ

ー，デマンドバス，デマンド型乗合タクシー等の運行補

助がある。

定時定路線バスヘの介入を想定した場合，指標の 1つ

となる利用者数は，報告義務があるため記録されており

用いやすいが，予算規模の特定については市域をまたぐ

路線の扱いや，スクールバスヘの混乗をどう扱うか（ス

クールバスの運行は一般に教育関連予算から拠出され

る），路線により都道府県や国補助が何割かある場合等，

厳密な意味での負担額の算出が困難な場合がある。一方

で，タクシーチケットを配布している場合，費用算出と

成果指標が明確であるため，配車における業務省力化を

提案する事業者等が参入する余地が出やすい。

そのほか，タクシーの営業所やバス路線のない地域に

おいて，先述した「ささえ合い交通」のような住民の相

互扶助による送迎サービスを運営する体制づくりを目指

す事業の場合，極端に言えば導入後に目指す行政負担を

ゼロに設定できる。そのため，たとえばコミュニティバ

ス路線の廃止を検討しているタイミングの自治体にとっ

ては，一時的に発生する事業実施経費の負担のみで行政

課題の解決につなげることができるため好都合となる。

その場合の成果指標は，利用者数や利用回数に加えて，

サービスの利便性といった非財務的な便益を合わせて測

ることで，サービスの質を保っためのモニタリング指標

を組み込む視点が望まれる。
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5.2.2 逆機能（リスク）への対応

SIB事業が目標を達成しなかったとき，誰が何をどこ

まで保障するのか， という点を検討する必要がある。た

とえば，公共交通分野の場合，事業開始に伴い免許を返

納してしまった人が，事業終了後に移動手段を失うとい

ったリスクヘの対応が考えられる。現段階で考えられる

対応としては，免許の返納等，利用者にとって不可逆的

な行動を利用の条件としないことが挙げられる。

5.3 事例に基づく運用スキームの提案

ここでは，先述した京丹後市における「ささえ合い交

通」をモデルに，他の自治体への展開を想定した場合の

SIBの運用スキームについて考察する。

まず初めに，導入可能な地方自治体および求められる

サービス事業者の条件についてみていく。

先述のとおり「ささえ合い交通」は，住民が有償でド

ライバーを担い， 自家用車を用いた移送サービスを提供

するしくみで，タクシーや路線バスの撤退したエリアに

おいて，タクシーの半額程度の利用料金でドアツード

ア，即時配車を実現している。

国内において，自家用車を用いた有償での運送は原則

として禁止されており，同運送を法的に担保する自家用

有償旅客運送制度では，十分な輸送サービスが提供でき

ないと認められる地域（交通空白地注4))での運用に限

定されている。そのため，丹後町のモデルを展開する場

合，交通空白地であることが条件となる。

また，配車サービスの運営にあたり，配車アプリを提

供する Uberと連携し進めていることから，効率的な配

車管理を可能にするシステムの提供が求められる。

ささえ合い交通の場合，検討段階から 2016年 1月の

地域公共交通会議での合意を経て， 2016年 5月の運行

開始まで，約 1年を要しており， こうした前例は導入準

備期間を設定する際の目安になる。ただし，丹後町では

2014年 7月より運営を担う NPOがすでにできていたこ

とから，受皿となる組織がない地域への導入であれば，

さらに時間を要することが想定されるため，導入地域の

状況に合わせた期間の設定が必要といえる。

また，導入後に生じる課題に対する個別事例的な対応

も同様に求められる。ささえ合い交通の例では，使い勝

手に関する住民の声を受けて，スマートフォンやクレジ

ットカードを持たない人も利用できるようにするための

対応として，導入から半年後に現金による支払を可能に

する等，ニーズに応じたサービスの変更をきめ細かく実

施している。そのため，協カドライバーの確保を含む送

迎体制や配車システムの構築・導入を含む配車管理体制

といった運営体制の構築に関する事業評価時期は，運営

の担い手となる組織が存在している場合で，導入前 1年
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から 3年程度に加えて，導入後半年以上を見込むことが

望ましいと考えられる。

以上より，地方自治体に求められる条件を整理すると

以下のとおりである。

・SIB事業に前向きである

・交通空白地に該当する地域を含んでいる

・公共交通の課題解決に積極的に取組む姿勢がある

また，委託を受ける事業者に求められる条件は以下の

とおりである。

・地域での運営体制づくりの実績がある

・配車や輸送管理を省力化するシステムを提供できる

次に，評価指標について，まず lつの指標として利用

回数が想定される。「ささえ合い交通」の場合，運行か

ら2年が経過した時点で月に 60組以上の利用を実現し

ている。これは 1日あたりで 2組以上が利用している計

算であり，対象とする地域の規模にもよるが，一つの目

安になると思われる。

他の指標として，サービス利便性が想定される。しか

しながら， この非財務的な便益の評価については，取引

コストとして高くなる傾向にあり，導入においてハード

ルとなる＂）ことが指摘されている。そのため，データ

の収集が簡易であり，かつサービスの質を担保するのに

有効な指標の設定が望ましい。

そこで，例として「ドアツードア」であること，「対

応時間帯の長さ」を定性的に評価することに加えて，対

応達成率（利用の要望に対して配車を完了した割合）を

サービス利便性の評価とすることで，測定コストを最小

限にとどめつつ，質のモニタリングをできると考えら

れる。

以上より，考察をふまえて提案する評価指標は以下の

とおりである。

・サービスの利用回数

•利用に関するサービスの要件定義および対応達成率

また，事業評価期間は，運営の担い手となる組織が存

在している場合で，導入前 1年から 3年程度と導入後 2

年間を合わせた 3~5年間程度が望ましい。

6. おわりに

本稿では，国内における SIBの導入事例を対象に，

SIBの導入に至る経緯やプロセス，評価指標や削減目標

の設定に関する合意形成過程を明らかにした。これまで

地域交通に関する課題は，さまざまなアプローチが政策

的にも学術的にも検討されてきた中で，投資を呼び込む

という視点でのアプローチを提案している点では，新た

な可能性を示すことができたと考えている。 S田の導入



事例について， より精緻な事象の把握に向けては，複合

的に多角的な視点から，すなわち中間支援組織以外の関

係主体に対する聞き取りを合わせて実施することが望ま

しい。調査の制約上，この点について本研究では至って

いないため，今後の課題としたい。
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注釈

注 I) ソーシャル・ファイナンス社の HP'>記載データを参照。

注 2) パイロット事業（横須賀市・尼崎市・福岡市等での案件）

は除いている。

注 3) OECDによる分野分類に基づく。

注 4) 国土交通省では，公共交通空白地に該当する可住面積を

算出する際バス停から 600m, 鉄道駅から 1km圏外を基

準として採用しているが，交通空白地について明確な定義

は定められていない。定量的に判断するために，上記のよ

うに鉄道駅やバス停から半径何百メートル以上と範囲を指

定している例が多いが，道幅や坂道の勾配など，交通機関

の使いやすさを決める要因は多々あるため，地域の実情に

合わせた定義が必要となる。現状では，行政，交通事業者，

住民代表等で構成される法定協議会において「バスやタク

シー事業者から十分な輸送サービスが提供されず，地域の

交通や移動制約者の輸送が確保されていない」と認められ

たときに，交通空白地と指定される。
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